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1）所有者に対する直接的な耐震化促進

2）耐震診断実施者に対する耐震化促進

3）改修事業者の技術力向上等

2回 2回

常時 常時

4）耐震化の必要性に係る周知・普及

1回以上 2回

常時 常時

常時 常時

1回 1回

4回 5回

練馬区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 2023

１.目的 ６.令和５年度の取組計画と自己評価

計画 実績 評価 改善策

―

　イ）密集事業実施地区および防災まちづくり推進
　　　地区内への啓発活動

　　・住宅へ個別訪問等を実施
個別訪問等

30戸
個別訪問等

34戸２.位置づけ
練馬区耐震改修促進計画に基づきアクションプログラムを策定する。

　　・住宅のうち、制度未利用の空家・小規模な共
　　　同住宅等へダイレクトメール等を実施

ダイレクトメール等
80戸

ダイレクトメール等

231戸

３.取組期間
令和３年度から令和７年度（５か年）

・耐震診断結果報告時に耐震改修工事助成制度の
　案内や施工事業者リストを個別訪問等で配付

実施者全戸 実施者全戸

　当初計画以上の啓発を
行った。
　今年度も昨年と同様にダ
イレクトメール等による効
率的な啓発ができた。
　来年度も引き続き啓発を
行っていく。

　令和６年度は、密集事業
実施地区および防災まちづ
くり推進地区内での助成事
業を拡充する予定である。
　より多くの所有者に助成
事業を活用いただくため、
啓発活動を積極的に行って
いく。

ア）旧耐震基準建物所有者へダイレクトメール等
　　による啓発活動

H29 ～ R2
約28,000戸

実施済

　当初計画以上の啓発を
行った。
今年度も昨年と同様にダイ
レクトメール等による効率
的な啓発ができた。
　来年度も引き続き啓発を
行っていく。

　耐震相談会などの案内を
送る際に制度案内を行い、
継続した啓発を行ってい
く。

４.対象建築物

・耐震診断後１年以上経過しても耐震改修を
　行っていないものに対し、制度案内のダイレ
　クトメール等を実施

区内全域の旧耐震基準の戸建住宅、長屋、小規模な共同住宅
※

※小規模な共同住宅
　２階以下の分譲住宅、２階以下または延べ面積1.000㎡以下の賃貸住宅

150戸 169戸

　・区報への掲載

　区報掲載（４月11日号）
は助成事業の周知に役立っ
た。
　耐震相談会は当初４回行
う計画だったが、合計５回
行った。区のSNSを活用す
ることで、より多くの方に
周知できたことにより相談
会の参加者が昨年度に比べ
て増加した。
　ダイレクトメール等によ
る啓発は当初計画の予定数
よりも多く行うことができ
た。

　耐震相談会でSNSを活用
することで、より広く区民
へ周知・普及ができること
が確認できた。
　来年度は、耐震相談会だ
けでなく耐震セミナー等に
おいてもSNSを活用して啓
発をしていく。

　・区ホームページへの掲載

　・パンフレットの配布（窓口および区民事務所）

　・耐震セミナーの実施

　・耐震相談会の実施

　・簡易診断実施者等へダイレクトメール等による
　　啓発

400戸 1187戸

　練馬区耐震改修工事施工
事業者一覧への掲載対象者
については、練馬区に本社
があることしているが、対
象を広げることも検討して
いく。

５.個別訪問等を実施する地区
　・施工者向け講習会の実施

防災上の危険性が懸念される密集事業対象地区および防災まちづくり推進地区 　・練馬区耐震改修工事施工事業者一覧の公表

　昨年度の課題を踏まえ
て、今年度は10月、11月に
講習会を実施した。
　今年度も多くの施工事業
者に参加いただけた。

練馬区耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者の

経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震

化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向

上、一般区民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。

これらを実現するため、耐震化に向けた啓発や個別訪問等の総合的

な取組計画を定めた、練馬区住宅耐震化緊急促進アクションプログラ

ム（以下「アクションプログラム」という。）を策定する。

アクションプログラムでは毎年度、住宅耐震化に係る取組をホーム

ぺージに掲載し、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラ

ムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進する。

田柄地区

下石神井地区

富士見台駅南側地区
桜台東部地区

貫井・富士見台地区

密集事業：密集住宅市街地整備促進事業


